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2022年度児童相談センター相談実績の概要及び 

児童虐待防止に関する取組の実施状況について 

 

 

愛知県では、児童福祉法第 12 条に規定する児童相談所として、名古屋市を除く地

域に10か所の児童相談センター（７か所の児童・障害者相談センターを含む。）を設

置し、児童に関する専門的な相談に応じています。 

この度、2022年度の相談実績を取りまとめましたので、お知らせします。 

併せて、「愛知県子どもを虐待から守る条例」第11条に基づき、県としての児童虐

待防止に関する取組の実施状況（年次報告）を公表します。 

なお、名古屋市分については、本日、名古屋市から公表されます。 

 

 「2022年度児童相談センター相談実績」の主なポイント  

 

□ 2022 年度の児童相談センターの児童虐待相談対応件数は、過去最多件数を更新

した2021年度の6,588件から95件減少し、6,493件（前年度比98.6％）となり僅

かに減少しました。 

□ 児童虐待の内容別（身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト）では、

保護者間のＤＶなどにより子どもに心理的外傷を与える「心理的虐待」が 63.6％

と最も多くなっており、虐待通告の経路別では、警察からの通告件数が 60.5％と

最も多くなっています。 

□ 被虐待児童の状況では、就学前の児童が41.1％を占めています。 

２０２３年５月３１日（水） 

愛知県福祉局児童家庭課 

児童虐待対策グループ 

担当 豊田、小浜 

内線 3190、3192 

ダイヤルイン 052-954-6281 

愛知県中央児童・障害者相談センター 

企画・児童指導課 

担当 竹内、門田 

ダイヤルイン 052-961-7252 

＜2023年度の本県の対応＞ 

・ 国の「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（2022年12月15日児童

虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）を踏まえ、引き続き専門職の

増員、研修の充実など児童相談センターの体制強化を進めます。（児童福祉司 14

人、児童心理司７人を増員：2023年４月） 

・ 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」（いちはやく）等による電話相談と

国が全国統一の仕組みとして導入したＳＮＳ相談により児童虐待の未然防止と

早期発見を図っていきます。 

ＳＤＧｓの「３すべての人に健康と福祉を」に資す
る取組です。 
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 「2022年度児童虐待防止に関する取組の実施状況」の主なポイント  

 

□ 児童虐待防止対策の推進 

 ＜児童相談センターの体制強化＞ 

・ 国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（対象期間：2019 年度から 2022

年度まで）に基づき、専門職員の計画的な増員に取り組み、2022年４月に児童福

祉司22人、児童心理司13人を増員しました。 

・ 複雑化・困難化する事案に対し、より多角的な見地から対応できるよう、弁護

士との連携や法医学医師及び精神科医師の配置など、質と量の両面から体制強化

を図りました。 

 

 ＜市町村の相談支援体制の強化に向けた支援＞ 

児童や妊産婦の福祉に関し、必要な支援を一体的に行う「市町村子ども家庭総合

支援拠点」において、より専門的な相談支援を実施できるよう、市町村支援児童福

祉司が各市町村相談支援活動へのスーパーバイズを行うとともに、「子ども家庭総

合支援拠点設置運営支援会議」を開催し、母子保健と児童福祉の一体的相談体制に

係る先進自治体の取組紹介等を実施しました。 

 

 ＜関係機関等の連携の推進＞ 

2018 年４月に県と県警察本部との間で締結した「児童相談所と警察の児童虐待

に係る事案の情報共有に関する協定書」に基づき、児童虐待に関する情報を相互

に共有し、児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応に努めました。 

 

□ 社会的養育体制の充実 

 ＜里親等への委託の推進＞ 

里親制度の普及促進を図るため、重点的に取り組む地域を定めて普及啓発活動

及び研修を実施しました。また、広く県民に対して「養育里親」の制度周知を図

るためのリーフレットを作成しました。 

 

 ＜社会的養護自立支援の推進＞ 

県民からの寄附により造成された「子どもが輝く未来基金」を活用し、児童養

護施設等入所児童を対象に、大学等への入学金や受験料、施設からの自立のため

の転居費用等の助成を行いました。 
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Ⅰ 2022年度児童相談センター相談実績 

１ 相談（全体）の状況 

(1) 相談対応件数 

  児童相談センターにおける 2022 年度中の虐待相談以外を含む「相談対応件数」

は20,080件で、前年度に比べ864件（△4.1％）の減少となっています。 

相談種別では、「障害相談」が7,758件で全体の38.6％を占めており、以下、「養

護相談（虐待）」が 6,493 件（32.3％）、「養護相談（虐待を除く）」が 4,072 件

（20.3％）の順となっています。 

前年度との比較では、「非行相談」が78件（＋31.0％）、「その他」が55件 

（＋39.9％）増加し、それ以外は減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 虐待相談の状況 

(1) 相談対応件数 

虐待に関する相談対応件数は、過去最多件数を更新した前年度の 6,588 件から僅

かに減少し、6,493件（対前年度比98.6％）となっています。 
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【参 考】 

 名古屋市を含めた県全体における児童虐待相談対応件数は、9,676 件（愛知県

6,493件、名古屋市3,183件）となっています。 

 

 

(2) 虐待通告の経路 

「警察」が 3,928 件(60.5％)と最も多

く、以下、市町村や児童委員などの

「県・市町村」が 645 件（9.9％）、「家

族・親戚」が 578 件（8.9％）の順とな

っています。 

前年度との比較では、「施設等」が37

件（＋32.7％）、「学校等」が85件（＋

31.5％）、「保健所・医療機関」が14件

（＋12.4％）の増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,344
3,188 3,726

4,297 4,364 4,731
6,045 6,019

6,588 6,4931,612

1,969

2,362

2,747 2,898
3,394

3,892 3,865 
3,735 

3,183 

3,956

5,157

6,088

7,044
7,262

8,125

9,937 9,884 10,323
9,676

73,802

88,931

103,286

122,575
133,778

159,838

193,780
205,044 207,660

0

50,000

100,000

150,000

200,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

全
国
に
お
け
る
対
応
件
数

愛
知
県
に
お
け
る
対
応
件
数

児童虐待相談対応件数（愛知県全体）

名古屋市

愛知県

全国

虐待通告の経路（割合） 

 
警察, 3928県・市町村, 

645

家族・親戚, 

578

学校等, 355

近隣・知人, 

562

保健所

医療機関, 

127

施設等, 150

本人, 81

その他, 67

虐待通報の経路

3,785 

677 
460 

214 

577 

94 101 68 43 

3,951 

774 
596 

270 
644 

113 113 92 35 

3,928 

645 578 
355 

562 

127 150 81 67 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

警察・家裁 県・市町村 家族・親戚 学校等 近隣・知人 保健所

医療機関

施設等 本人 その他

虐待通告の経路（件数推移）

2020年度
2021年度
2022年度



- 5 - 

 

 

(3) 虐待の内容 

  子どもに対する暴言や、ＤＶを子どもに見せることなどにより心理的外傷を与え

る「心理的虐待」が4,127 件（63.6％）と最も多く、以下、暴行を加える「身体的

虐待」が1,584件（24.4％）、保護者の怠慢や育児放棄などの「ネグレクト」が 

722件（11.1％）の順となっています。 

 

(4) 被虐待児童の状況 

  年齢層別では、「３歳未満」が1,161件（17.9％）「３歳以上就学前」が1,505件

（23.2％）と、被虐待児童の41.1％が就学前の児童となっています。 

 
  年齢層別の虐待種別の構成割合では、年齢が上がるにつれて「身体的虐待」の割

合が増えています。 
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(5) 一時保護の実施状況 

虐待に関する相談のうち、児童の安全確保のために 1,621 件の一時保護を行いま

した。 

前年度との比較では、一時保護の件数は186件（＋13.0％）増加しています。 

 
(6) 対応状況 

虐待で対応した事案のうち、在宅で指導を行った件数は 5,554 件（85.5％）で、

その内訳は、数回程度（おおむね３回以下）の助言や指導を与える「助言・指導」

が5,016件（77.3％）、一定期間継続して面接指導を実施する「継続的指導」が538

件（8.3％）となっています。また、児童相談所から市町村に事案を送致する「市

町村送致」が700件（10.8％）となっています。 

年度 
在宅指導 施設入所・ 

里親委託 
市町村送致 その他 合計 

 助言・指導 継続的指導 

2022年度 5,554 5,016 538 192 700 47 6,493 

2021年度 5,609 4,985 624 163 756 60 6,588 

2020年度 5,017 4,411 606 138 816 48 6,019 
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Ⅱ 2022年度児童虐待防止に関する取組の実施状況 

 （愛知県子どもを虐待から守る条例第11条に基づく年次報告） 

 基本施策1 児童虐待防止対策の推進  

１ 児童相談センターの体制強化 

(1) 専門職員の増員 

  増加する児童虐待に対応するため、児童相談センターの専門職員を35人増員しました。

（児童福祉司22人、 児童心理司13人） 

(2) 児童相談センター人材育成強化事業 

  児童相談センター若手職員に対する実践力強化研修とスーパーバイザーに対する指導・ 

育成技術強化研修を実施しました。 

(3) 児童虐待対応弁護士設置事業 

  各児童相談センターにおいて児童虐待相談等に係る法律上の問題や危機介入時の法的な

支援を行うため、専門知識を有する弁護士団体への委託により、弁護士への定例相談、随

時相談を行いました。 

○相談等件数 1,268件 

(4) 被虐待児家庭復帰支援員設置事業 

各児童相談センターにおいて被虐待児家庭復帰支援員を配置し、児童福祉司、児童心理

司等と協力し、被虐待児童の家庭復帰と家族再統合を図るために情報収集や関係機関の調

整、児童及び保護者の心理的評価、治療、家族関係の調整等を行いました。 

(5) 児童虐待対応法医学専門医師設置 

  児童虐待に専門的な知識を有する法医学専門医師３人が、児童の受けた傷害が虐待によ

るものかどうかの鑑別診断や職員に対する助言指導を行いました。 

○相談件数 17件 

(6) 児童虐待対応精神科医師設置 

  専門の精神科医師４人が、虐待を行った保護者等に対するカウンセリングや、職員に対  

して保護者指導上のアドバイス等を行いました。 

○相談件数 104件 

(7) 一時保護所心理職員設置 

  一時保護所に心理職員４人を配置し、入所児童に対しカウンセリングなどの心理治療を 

実施しました。 

(8) 一時保護委託対応協力事業 

  医療機関への一時保護委託において必要と認められる場合に、児童が安心して入院中の

生活を送ることができるよう専門の付添者をつけ、子どもの保護体制を強化しました。 

  ○実施日数 481日 

(9) 休日・夜間相談体制強化事業 

専門的な知識を有する相談員が休日・夜間における児童相談所虐待対応ダイヤル（189） 

により電話相談を実施しました。 

○相談時間 

平日夜間：17時30分から翌朝８時45分 土日・休日：０時～24時 
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○相談件数  1,183件 

(10)ＳＮＳ相談体制事業 

  厚生労働省が構築したコミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」による全国共通の相談支 

援システム（「親子のための相談ＬＩＮＥ」）を利用し、ＳＮＳによる相談を実施しました。 

  〇開始日 

   2023年２月１日（水） 

  〇相談時間 

   毎日 午前10時から午後８時まで 

  〇相談件数 

   47件 

 

２ 市町村の相談支援体制の整備に向けた支援 

(1) 市町村支援児童福祉司の配置 

市町村支援の業務を行う児童福祉司を２名配置し、市町村相談支援体制の充実・強化に

向け、各市町村の相談支援活動に関する助言等を随時実施しました。 

(2) 市町村子ども家庭総合支援拠点設置促進事業 

  市町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進と円滑な運営を支援するため運営支援会議を

開催し、先進自治体の取組紹介等を実施しました。 

(3) ＮＰＯと連携した研修 

  ＮＰＯと連携し、幼・小・中学校教員、保育士等を対象に虐待についての基本的な知

識・対応について学ぶ研修を行うとともに、市町村の児童相談窓口担当職員、児童養護施

設職員等を対象とした現場の具体的問題に即した実践的な研修を２回実施しました。 

  ［１回目］日 時 2022年７月28日（木）から2022年８月11日（木）動画視聴 

テーマ 様々な困難を抱える家庭で暮らす子どもへの支援と課題 

    ～親の精神疾患を例に考える～ 

参加者 371人 

［２回目］日 時 2022年11月10日（木）から2022年11月24日（木）動画視聴 

テーマ コロナ禍で、生きづらさを抱える子ども・家族を支えること 

参加者 448人 

 

３ 関係機関等の連携の推進 

(1) 愛知県要保護児童対策協議会の開催 

県全域での関係機関のネットワークの強化を図るため、児童福祉、保健医療、教育、警

察、人権擁護など要保護児童関係機関の代表者からなる協議会を開催し、虐待等に関す

る情報交換等を行いました。 

(2) 関係機関連絡調整会議の開催 

各児童相談センターにおいて、児童虐待の早期発見・早期対応や困難事例に対応するた

めの会議を開催し、市町村児童福祉主管課、教育委員会、警察、医療機関などの関係機

関との情報交換や虐待事例の検討等を行いました。 

(3) 児童相談所と警察との情報共有 
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「児童相談所と警察の児童虐待に係る事案の情報共有に関する協定書」に基づき、それ  

ぞれが保有する情報を共有し、児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応に努めました。 

○情報提供件数 7,215件（うち、重篤事案として速報した件数110件） 

(4) 児童虐待防止医療ネットワーク事業 

児童虐待対応の拠点病院を中心として、医療機関間のネットワークを構築し、医療機関 

における虐待対応力の向上を図ることにより、地域医療全体での虐待対応体制の充実強化 

に努めました。 

○拠点病院（委託先）：あいち小児保健医療総合センター 

中核病院：県内14医療機関 

○実施状況 

・児童虐待対応医療機関連携推進会議  ・児童虐待対応医療機関連絡会 

・保健医療関係者研修会 

 

４ 児童虐待防止の啓発・再発防止に向けた取組 

(1) 児童虐待防止啓発事業「オレンジリボンキャンペーン」 

広く県民に対し、児童虐待問題に関する理解の促進と早期発見のための通告先の周知を

図りました。 

○実施状況 

・児童虐待防止啓発グッズを作成し、小学校新１年生及びその保護者等に配布 

・児童虐待防止推進月間である11月を重点に、児童虐待防止啓発グッズを配布 

・児童虐待防止啓発を図るための動画を制作 

 ［動画］You Tube愛知県児童家庭課 公式チャンネルに配信 

 「知っていますか。児童虐待」（４分40秒） 

 「笑顔は笑顔を作る。」（２分30秒） 

(2) 家庭支援電話相談事業「子ども・家庭110番」 

子どもや子育てに関する悩みや問題等に対して、早期に適切な援助を行うことを目的と

して、家庭支援相談員２人による電話相談を実施しました。 

○相談日及び相談時間 

   月～金 ９時から17時まで（祝日、年末年始を除く） 

○相談件数 254件 

 

５ 妊娠・出産に関する相談支援 

(1) 妊娠電話相談「女性の健康なんでも相談」 

愛知県女性健康支援センターにおいて、妊娠・出産に対する不安などに関する相談事業  

を実施しました。 

○相談日及び相談時間 

   月～土 13時30分から16時30分まで（祝日、お盆、年末年始を除く） 

○実施状況 

窓口開設 291回、相談件数 761件 
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 基本施策2 社会的養育体制の充実  

１ 里親等への委託の推進 

 (1) 里親制度普及啓発 

ア 里親養育体験発表会の開催 

養育・特別養子縁組の経験のある里親が、これまでの児童の養育体験について講演し、 

併せて里親制度パンフレットにより里親制度の説明を行いました。 

○参加者数 263人（開催９回） 

イ 関係機関等への制度説明 

関係機関等に対し、里親制度及び県の里親活動の実態について理解を深めてもらうと 

ともに、里親制度の発展に協力してもらうため、関係機関での会議や研修等の機会を利 

用して里親制度の説明を実施しました。 

ウ 啓発資材等による啓発 

広く県民に対し、里親制度の周知を図るため、啓発動画（2021年度に２本制作）を配 

信するとともに愛知県里親会連合会等と協力して、地域のショッピングセンターやイベ 

ント会場などに おいて、パネルや里親啓発ＤＶＤの展示及び里親啓発リーフレット等 

を配布しました。 

○実施状況 

主な配布場所：各市町村、保育園、幼稚園、各種イベントなど 

里親啓発リーフレット等配布枚数：約15,841枚 

エ 里親制度重点エリアにおける啓発及び里親研修 

里親リクルーターを配置し、里親制度の普及に重点的に取り組む地域を定めて、啓発 

活動や研修を積極的に行いました。 

○重点エリア：北名古屋市、東海市、豊田市、みよし市 

○実施内容 

 啓発活動：ショッピングモール等35回実施 

 里親養育体験発表会：参加者454人（開催40回） 

 里親登録研修：参加（修了）者 合計60人 

(2) 里親研修事業 

養育里親希望者、専門里親希望者及び既に登録している里親を対象に、里親に必要な知  

識を得るための研修会を開催しました。 

   ○実施状況（研修修了者） 

・ 養育里親研修（基礎研修・登録前研修）：110人 

・ 養子縁組里親研修（基礎研修・登録前研修）：78人 

・ 養育里親更新研修：101人 

・ 養子縁組里親更新研修：73人 

・ 専門里親研修：認定研修１人 継続研修７人 

・ 里親支援研修：266人参加 

(3) 里親等委託調整員の配置 

中央児童・障害者相談センター及び西三河児童・障害者相談センターに里親等委託調  
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整員を各１人配置し、里親委託等推進委員会を開催するとともに、総合的に里親等委託  

を推進するため、関係機関や愛知県里親会連合会との連携を図りました。 

(4) 里親等相談支援員及び心理訪問支援員の配置 

中央児童・障害者相談センター及び西三河児童・障害者相談センターに里親等相談支 

援員と心理訪問支援員をそれぞれ配置し、里親等からの相談に応じるとともに、定期的に

訪問し子どもの状態の把握や里親等へ助言等を行いました。 

(5) 里親養育相互援助事業（里親サロン） 

里親が児童相談センター等に集い、児童福祉司ＯＢ等の援助や里親相互の交流により、

里親の精神的負担の軽減と養育技術等の向上を図りました。 

 ○参加里親数 延べ1,747人（開催208回） 

(6) 里親養育援助事業（里親ヘルパー） 

 里親（家庭）による養育の負担を軽減するため、訪問による生活援助（家事や養育の補 

助など）や相談援助を行いました。 

○実施件数 120件 

(7) 里親サポーター事業 

里親制度の普及を行うため、里親サポーターを養成し、里親との交流を行う事業を実施 

しました。 

○里親サポーター登録者数 75人（養成講座９回開催） 

 

２ 社会的養護自立支援の推進 

(1) 社会的養護自立支援事業 

18歳到達等により児童養護施設等を措置解除された者に引き続き住居を提供し、自立 

のための支援を継続する児童養護施設等に対して助成しました。 

○対象者 18人 

(2) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 

児童養護施設等に入所中又は退所した者に対して、自立支援資金を貸し付けることによ  

り円滑な自立を支援することを目的として、愛知県社会福祉協議会が行う事業に対して助   

成しました。 

(3) 自立援助ホームの活用 

義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等に対し、共同生活を営む住    

居（自立援助ホーム）において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業  

の支援を行いました。 

○対象児童数 31人 

(4) 「子どもが輝く未来基金」の活用 

ア 大学受験費給付金支給費 

   児童養護施設等に入所する児童が大学等を受験する場合の受験料やオープンキャンパ   

ス参加のための交通費や宿泊代等を支給しました。 

   ○支給児童数 15人 

イ 大学生入学準備金支給費 

児童養護施設等に入所する児童の大学等に進学する際の経済的負担を軽減するため、
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進学に要する費用に対して準備金を支給しました。 

○支給児童数 11人 

ウ 退所費給付金支給費 

   児童養護施設等を退所する児童の引っ越し代や新生活に必要な家電の購入費等を支給  

しました。 

   ○支給児童数 26人 

 

（参考） 

【里親の登録状況】                  （2022年度末 名古屋市除く） 

区 分 
全 体 

（実世帯数） 

内     訳 

養育里親※1 専門里親※2 親族里親※3 養子縁組里親※4 

認定及び登録里親数

(世帯数) 
625※5 606 26 11 377 

児童が委託されてい

る里親数(世帯数) 
149※6 128 12 9 6 

※1 養育里親：様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親 

※2 専門里親：養育里親のうち虐待、非行、障害などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親 

※3 親族里親：実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親 

※4 養子縁組里親：養子縁組によって養親となることを希望する里親 

※5 全体数は、重複登録している里親がいるため、内訳数の計と一致しない。 

※6 全体数は、重複登録している里親へ児童が委託されているため、内訳数の計と一致しない。 

 

 【小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の状況】（2022年度末 名古屋市除く） 

事業所数 定員 
入所 退所 年度末在籍 

措置人数 その他 措置人数 その他 措置人数 その他 

7 41 3 0 8 0 28 0 

 

【県所管児童福祉施設等の状況】       （2023年３月１日時点 名古屋市除く） 

施設種別 対  象 施設数 定 員 現 員 

乳児院 乳児（特に必要な場合は、幼児を含む。） 5 108 69 

児童養護施設 幼児及び児童 22 930 818 

児童心理治療施設 
社会生活への適応が困難で心理治療及び生

活指導を要する児童 
2 80 78 

児童自立支援施設 
不良行為をなし、又はなすおそれのある児

童及び生活指導等を要する児童 
1 64 28 

母子生活支援施設 
配偶者のない女子（準ずる女子を含む）及

びその者の監護すべき児童 
4 54 33 

自立援助ホーム 
義務教育を終了した児童であって、児童養

護施設等を退所した児童等 
4 25 16 

 


